
(令和7年4月10日付市政ニュース)

1.業務内容

（１）被保護世帯への訪問調査活動及び訪問記録の作成業務
（２）正規ケースワーカーの事務補助（被保護世帯からの申請・各種相談への対応
等）
・上記業務に付随する業務
・その他大規模な災害発生など緊急時の一時的な応援業務
※再度任用時に他課への配置換えとなることがあり、その場合職務内容等も変更さ
れます。

2.受験資格
以下のすべての条件を満たす人
（１）普通自動車の運転ができること
（２）福祉・医療・介護分野での相談・対人援助実務経験を有すること

3.採用予定人員 1名

4.勤務場所 くらし支援課　（市役所 南館）

5.勤務条件

（1）勤務時間等
 　　　1週4日（月～金曜日のうち4日勤務）30時間勤務
　　    9時00分～17時30分（休憩60分）
（2）休日
　   　月～金曜のうち指定の曜日、土曜、日曜、祝日、年末年始
（3）報酬額
　　ア　基本報酬：月額　198,300円
　　イ　期末手当：年間　4.6月分
　　　　（令和6年度実績　ただし、初年度は在籍期間による減額あり）
　　ウ　通勤費用：合理的な経路で実費支給（日額最高2,750円）
（4）その他
　　社会保険完備

6.試験

（1）試験日
　　令和7年5月20日（火）
（2）試験内容
　　作文試験及び面接試験
（3）集合場所
　　西宮市役所東館　8階大ホール（周辺地図参照）
（4）集合時間
　　13時15分
（5）持ち物
　　筆記用具（鉛筆・消しゴム・黒ボールペン）

※結果発表については、各試験の受験者全員に通知（得点及び順位を記載）しま
す。ただし、各試験の合格者には、得点及び順位は記載しません。

7.申込手続

「西宮市職員採用管理システム」（以下「システム」）で、下記の順序で「本登録」を完
了してください。
1.希望する業務を選んでください。※重複申込不可。
2.マイページ開設
3.マイページからの「エントリー」（これを終えれば本登録となり、申込完了です）
　※受付期間内に手続きが完了しなければ、受験できません。
　※受付期間内であれば、エントリー内容の修正は可能です。受付期間終了後は修
正できません。
　※エントリーの際、受験資格を満たすことを証明する書類をデータで添付してくださ
い。
受付期間終了後、マイページに「【西宮市採用担当】受験票のご案内」というメッセー
ジをお送りする予定です。
これ以降、受験票の発行が可能となりますので、ご自身でシステムのマイページから
印刷し、試験に持参してください。
【問合せ先】
　　〒662-8567　西宮市六湛寺町10番3号
　　西宮市役所人事課人事チーム（本庁舎5階）
　　（Tel　0798-35-3514）
【受付期間】
　　令和7年4月10日（木）～5月9日（金）まで

西宮市会計年度任用職員Ａ募集要項
【高齢被保護世帯への訪問調査等業務（くらし支援課）】



8.採用
選考の結果、採用予定となった方については、健康診断を経て、令和7年7月1日に
採用する予定です。

9.その他

（1）任用期間は、令和8年3月31日までとします。
（2）（1）の任用期間が経過した場合であっても、公務上必要があるときは、
　　当該職員の勤務成績を考慮して、再度任用することがあります。
　　ただし、再度任用については、公募を経る場合を除き、
　　原則として年齢が65歳に達している方については行いません。
　　また、再度任用の際、勤務場所等が変わることがあります。
（3）今回同時に行う他の会計年度任用職員Ａ採用試験との重複申込はできません。
（4）申込にあたり登録していただく個人情報については、個人情報保護法（個人情報
の保護に関する法律）により保護され、採用以外の目的で利用されることはありませ
ん。
（5）地方公務員法第16条（欠格条項）に該当する人は受験できません。
（6）受験資格がないこと又は申込記載事項に不正があることが判明した場合、合格
を取り消します。


